
(1/2) 

山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例新旧対照表 

まちづくり推進部都市政策課 

改 正 後 改 正 前 

（法第３４条第１２号の規定により条例で定める開発行為） （法第３４条第１２号の規定により条例で定める開発行為） 

第５条 法第３４条第１２号の規定により条例で定める開発行為（次条に規定

するものを除く。）は、規則で定める公共施設の整備基準を満たす次の表の

左欄のいずれかに該当する土地の区域（第３条第１項第３号に規定する土地

の区域を除く。）の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる用途のために行

う開発行為とする。 

第５条 法第３４条第１２号の規定により条例で定める開発行為（次条に規定

するものを除く。）は、規則で定める公共施設の整備基準を満たす次の表の

左欄のいずれかに該当する土地の区域（第３条第１項第３号に規定する土地

の区域を除く。）の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる用途のために行

う開発行為とする。 

土地の区域 用途 

－略－ 

拠点集落区域（鉄道事業法（昭和６１

年法律第９２号）第２条第１項に規定

する鉄道事業における駅のうち規則で

定めるものを中心とする半径５００メ

ートルの範囲の集落の区域の中から市

長が指定するものをいう。以下同

じ。） 

（１） 戸建住宅 

（２） 店舗等兼用住宅 

（３） 宅地分譲 

（４） 建売分譲 

（５） 共同住宅 

準工業型産業区域（準工業地域、工業

地域又は工業専用地域に隣接し、又は

近接する区域の中から、周辺の土地利

用の状況、交通の利便性等を勘案して

市長が指定するものをいう。） 

次に掲げる用途であって、環境の悪化

をもたらすおそれが少ないと認められ

るもの 

（１） 工場、倉庫、事務所その他こ

れらに類するもの（建基法別表第２

（る）項に掲げる建築物を除く。以

下この項において「工場等」とい

う。） 

土地の区域 用途 

－略－ 

拠点集落区域（鉄道事業法（昭和６１

年法律第９２号）第２条第１項に規定

する鉄道事業における駅のうち規則で

定めるものを中心とする半径５００メ

ートルの範囲の集落の区域の中から市

長が指定するものをいう。以下同

じ。） 

（１） 戸建住宅 

（２） 店舗等兼用住宅 

（３） 宅地分譲 

（４） 建売分譲 

（５） 共同住宅 
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改 正 後 改 正 前 

（２） 工場等の建築を目的とした土

地の分譲 

（３） 工場等とその土地の一体的な

分譲 

事務所型産業区域（準工業地域に隣接

し、又は近接する区域の中から、周辺

の住居環境への影響等を勘案して市長

が指定するものをいう。） 

事務所（建基法別表第２（に）項に掲

げる建築物を除く。） 

ターミナル倉庫型産業区域（山形市特

別用途地区建築条例（昭和５２年市条

例第４８号。以下この表において「特

別用途地区条例」という。）別表に規

定する特別業務地区（ターミナル倉庫

型）に隣接し、又は近接する区域の中

から、周辺の土地利用の状況、交通の

利便性等を勘案して市長が指定するも

のをいう。） 

工場、倉庫、事務所その他これらに類

するもの（建基法別表第２（る）項に

掲げる建築物及び山形市特別用途地区

建築条例別表特別業務地区（ターミナ

ル倉庫型）の項に規定する建築しては

ならない建築物を除く。） 

流通業務型産業区域（特別用途地区条

例別表に規定する特別業務地区（流通

業務型）に隣接し、又は近接する区域

の中から、周辺の土地利用の状況、交

通の利便性等を勘案して市長が指定す

るものをいう。） 

工場、倉庫、事務所その他これらに類

するもの（建基法別表第２（る）項に

掲げる建築物及び特別用途地区条例別

表特別業務地区（流通業務型）の項に

規定する建築してはならない建築物を

除く。） 
 

２ －略－ ２ －略－ 

 


